
岐阜県の財務諸表（平成２１年度）の概要
（普通会計貸借対照表、行政コスト計算書、純資産変動計算書、

資金収支計算書、岐阜県連結貸借対照表）

※ 計数は、原則表示単位未満を四捨五入（合計等と一致しない場合がある）

◆普通会計貸借対照表 単位：億円（構成比）

［ ］内は前年度参考数値

有形固定資産（道路、学校など） 負債（県債、退職手当引当金など）

２０，８４４（ ８７％） １７，２７９（ ７２％）

［２１，３７１（ ８９％）］ ［１７，２１４（ ７２％）］

投 資 等 ２，１６４（ ９％） 純 資 産

［１，９６９（ ８％）］ ６，６０５（ ２８％）

流動資産 ８７６（ ４％） ［６，８２３（ ２８％）］

［６９７（ ３％）］

資産合計 負債・純資産合計

２３，８８４（１００％） ２３，８８４（１００％）

［２４，０３７（１００％）］ ［２４，０３７（１００％）］

「将来世代へ引き継ぐ県の社会資本」「将来世代の負担となる県の債務」

「債務返済の財源」 「これまでの世代による負担」

分 析

・ ２１年度末の資産合計は、２兆３，８８４億円で、普通会計の歳出決算規模８，１２８

億円の２．９倍（前年度３．２倍）に相当。

・ ２兆８４４億円の有形固定資産（社会資本）形成等のために借り入れた県債の残高は、

有形固定資産の６８％（前年度６６％）に相当する１兆４，１３７億円。

・ 世代間負担の観点（社会資本は将来にわたって県民への受益効果がある）から資産形成

に係る将来の世代とこれまでの世代の負担割合をみると、「将来の世代（県債等１７，２

７９）」による負担が、「これまでの世代（純資産６，６０５）」による負担を上回る。

ポイント

① 平成２１年度末における本県の財務状況は、債務超過とはなっておらず、貸借対照

表上は健全な範囲内といえる。しかし、平成２０年度と同様、資産は対前年度減、負

債は対前年度増であり、財務状況が厳しくなってきている状況が見て取れる。

② 資産のうち、資金化できない社会資本等の有形固定資産や国の補正予算で設置した

基金を除くと２，７１０億円となり、負債１兆７，２７９億円との差額１兆４，５６

９億円は、既存の社会資本に対して将来必要となる財政負担となる。

→ 県民１人当たり約６９９千円（前年度約６９６千円)



◆普通会計行政コスト計算書
～人的サービスや給付サービスなど資産形成以外の行政サービスに係る

目的別のコストとその負担区分を明らかにするもの～

単位：億円（構成比）

＜行政コスト計算書＞ ［ ］内は前年度参考数値

総費用（行政コスト総額）

総収益（料金等収入、国庫等負担） 純費用（行政コスト）

合 計 額 ６，２８６(100％) １，０９５( 17％） ５，１９１( 83％）

［６，２８８(100％)］ ［ ８９７( 14％)］ ［５，３９１( 86％)］

租税に依存するコスト

分 析

・ ２１年度の総費用（行政コスト総額）は、６，２８６億円となっており、このうち「人

にかかるコスト」（行政サービスの担い手である職員に要する費用）が２，３０８億円で

全体の３７％（前年度３９％）を占めている。

・ 総費用から総収益を差し引いた純費用（行政コスト：租税に依存するコスト）は

５，１９１億円となっており、政策費目別で見ると、教育費が１，４０５億円、土木費が

１，３８２億円でそれぞれ２７％を占めている。

ポイント

① 平成２１年度中の本県における行政コスト総額は、前年度に比較してその幅は小さ

いものの、事務事業見直しや職員数の減少、臨時的給与抑制等により縮小傾向が続い

ている。

→ 県民１人当たりの行政コスト総額：約３０２千円（前年度：約３０１千円)

（人口が減少しているため、県民１人当たりの行政コスト総額は微増）

② 行政コスト総額のうち、料金等収入や国庫等負担を除く純費用が大きく減少してい

るが、これは国の経済対策による交付金等の収入が増加したためである。

→ 県民１人当たりの行政コスト：約２４９千円（前年度：約２５８千円)



◆普通会計純資産変動計算書
～財源の調達とその使途を示すことで、行政サービスに伴う負担の内容や、

現役世代とこれまでの世代の負担配分を明らかにするもの～

＜純資産変動計算書＞ 単位：億円

２１年度末純資産額 ２０年度末純資産額

資本形成充当財源 ２３，６０８ ２３，７９９

未処分財源余剰 ▲ ２，８６６ ▲ ２，９４７

（純経常費用に係る未処分 （▲ ４，１４０） （▲ ４，５０２）

財源余剰）

（うち税収等） （▲ ３，０７７） （▲ ３，４６０）

未実現財源減少額 ▲１４，１３７ ▲１４，０２９

合 計 ６，６０５ ６，８２３

貸借対照表の「純資産」へ

分 析

・ 純資産とは、将来の資本形成のためにこれまでの世代が負担した費用を表すものであり、

平成２１年度は資本形成に充当された税収の減や県債残高（＝未実現財源減少額）の増に

より、対前年度比で２１８億円の減少となっている。

・ 平成２１年度の純費用（行政コスト）５，１９１億円(前出)は、その５９％しか税収等

（３，０７７億円）で賄えておらず、未処分財源余剰合計金額４，１４０億円と比較する

と、１，０５０億円（平成２０年度８９０億円）コスト超過となっている。

ポイント

・ 純資産の額及び総資産に占める割合は減少しており、その分、将来世代の負担が増

加していると言える。

・ 行政コストにかかる赤字(コスト超過)は、その原因が主に税収減によるものである

ことからやむを得ない側面があるが、長期的な均衡の確保を念頭に、経年的な変化を

評価監視することが必要である(※)。

※１ 本県では、平成２２～２４年度までの３年間における構造的な財源不足を解消するための具体的な

取組みの指針として、平成２２年３月に「岐阜県行財政改革アクションプラン」を定めたところ。

これにより、さらなる歳出削減、人件費の削減及び歳入確保対策などにより、コスト超過の状況を

改善し、将来世代の負担を減少させるべく取り組んでいる。



◆普通会計資金収支計算書
～普通会計における現金の流れを経常的なものと投資的なものに分類し示すもの～

＜資金収支計算書＞ 単位：億円

２１年度資金変動 ２０年度資金変動

① 資金期首残高 １３２ １２２

② 経常的支出 ５，２５４ ５，２６６

③ 経常的収入 ６，０２２ ５，６０８

（うち、国庫等負担） （１，４７２） （ ９８０）

（うち、税資金収入） （４，０６４） （４，３３６）

④ 差引経常的収支 (③－②) ７６８ ３４２

⑤ 資本的支出 ２，９４７ ２，２４７

（うち、公債償還支出） （１，１１８） （１，０７３）

（うち、資本移転支出） （１，３３２） （ ７２５）

⑥ 資本的収入 ２，２０８ １，９１５

（うち、公債発行収入） (１，２２５) (１，１１３)

⑦ 差引資本的収支 (⑥－⑤) ▲ ７３９ ▲ ３３２

⑧ 資金収支 (④＋⑦) ２９ １０

⑨ 資金期末残高 (①＋⑧) １６１ １３２

貸借対照表の「歳計現金」へ

分 析

・ 経常的収支については、税資金収入が減少したものの、経常的支出の規模が縮小したこ

と、また国の補正予算による交付金の増などにより、前年度に比べ増加幅が拡大している。

・ 資本的収支については、前年度と同様、国の補正予算に関連した基金繰入金の増により

資本移転支出が大きく増加しており、前年度に比べ減少幅が拡大している。

・ 資本的収支の大半を占める公債償還支出(※２)と公債発行収入(※３)が前年度に比べてそ

れぞれ＋４％、＋１０％と、ともに大きく増加している。公債発行収入の増については、

臨時財政対策債の増加が主な理由である。

ポイント

平成２１年度は、前年度と同様、以下のような傾向が見て取れる。

・ 経常的収支は、国庫等負担の増等により、前年度より増加

・ 資本的収支は、基金繰入金の増等により、前年度より減少

・ トータルでは若干の黒字となる



◆岐阜県連結貸借対照表

作成上の基本的前提

連結の範囲は、以下のとおりとし、それぞれの会計基準で作成された貸借対照表を連結

している。

Ａ 普通会計、公営企業会計及び地方三公社

Ｂ 出資比率50％以上の特例民法法人及び会社法法人

Ｃ 実質的に県が主体となって関与している特例民法法人及び会社法法人

なお、上記団体のうち、地方三公社、Ｂ及びＣ（合計２３団体）は、県議会へ報告がな

されている貸借対照表を連結している。

単位：億円（構成比）

有形固定資産 負 債

２２，８２８（ ８７％） １８，９２５（ ７２％）

投 資 等 １，８５４（ ７％） 資産・負債差額合計

７，３２５（ ２８％）

流動資産等 １，５６８（ ６％）

資産合計 負債及び資産・負債差額合計

２６，２５０（１００％） ２６，２５０（１００％）

分 析

・ ２１年度末の岐阜県全体（各会計間の取引を相殺消去した純計ベース）の資産合計は、

２兆６，２５０億円で、普通会計ベースに比べ２，３６６億円多くなっている。

・ 連結貸借対照表の資産、負債、資産・負債差額合計は、普通会計貸借対照表の資産、負

債、純資産のそれぞれ１．１０倍、１．１０倍、１．１１倍の規模となる。

ポイント

連結対象団体の会計規模に比べ、普通会計の規模が大きいこともあるが、連結状態で

も債務超過とはなっておらず、貸借対照表上は健全な範囲内といえる。


